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は じ め に

① 障害者虐待（正当な理由なく障がい者の身体
を拘束すること含む）は重大な権利侵害

② 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防
止等のための措置(障害者虐待防止法第１５条)

③ 通報はみんなを救う

常に①の意識を持ち、日々の取組で②を充実させ、
万が一虐待が発生してしまったら③の対応を！！



障害者虐待防止法の概要

出典 厚生労働省HP



出典 厚生労働省HP



障害者虐待の発生状況(養護者）

出典
厚生労働省ＨＰ

平成27年度から相
談・通報件数及び虐
待判断件数は年々増
加。



出典 厚生労働省HP



出典 厚生労働省HP



障害者虐待の発生状況(障害者施設福祉従事者等）

出典
厚生労働省ＨＰ

「虐待の判断に至
らなかった事例875
件のうち92.3％は
「被虐待者や虐待者、
関係者等からの聞き
取りからは、虐待と
判断するに足る情報
を得られなかった」
が理由です。(調査結
果報告書から)

「（虐待とは認め
られないが）不適
切な支援」の数は
虐待と判断された
数にはカウントさ
れていない。



出典 厚生労働省HP



出典 厚生労働省HP



出典 長野県HP



松本市で行った事実確認から
障害者虐待防止法の施行後、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待について、通報・
相談・届出があった事例について、松本市が支給決定を行った対象者が利用している市内
外の事業所等に聞き取りを行った結果に基づく傾向として。





身体拘束等の適正化について
基本的な考え方
○身体拘束は行動障害のある利用者への支援技術が十分でないことが原因の場合が多い。
○やむを得ず身体拘束をする場合でも必要性を慎重に判断し、その範囲は最小限に。
○判断に当たっては適切な手続きで。
○身体拘束の解消に向けての道筋を明確にして、職員全体で取り組みましょう



やむを得ず身体拘束を行う場合の３要件

○切迫性
利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いことが要件
切迫性の判断は、身体拘束を行うことによる本人の日常生活等に与える悪影響を勘案

○非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないことが要件
まずは身体拘束を行わずに支援する全ての方法の可能性を検討

○一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的であることが要件
必要とされる最も短い拘束時間を想定する必要あり

さいごに
令和４年度から義務化となっている体制の整備については、全てゼロベースから取り組むのは大変
です。「障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取組事例集（暫定版）」
（令和４年３月ＰｗＣコンサルティング合同会社）を参考にしてください。



この度の研修に参加された事業所等は、義務化となった「定期的
な研修」の実施の「協議会又は基幹相談支援センター等が実施す
る研修に事業所が参加した場合」に該当させることができます。
該当させる場合には、①事業所等の全職員への研修資料の周知②
研修の実施内容の記録及び③令和５年３月２４日（金）までに
「研修実施報告書」を電子メールにて障がい福祉課又はこども福
祉課へ提出する必要があります。
研修実施報告書は市のホームページに掲載してあります。


